
平
成
十
六
年
財
務
省
令
第
七
号

物
価
連
動
国
債
の
取
扱
い
に
関
す
る
省
令

国
債
に
関
す
る
法
律
（
明
治
三
十
九
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
一
条
第
一
項
及
び
第
二
条
ノ
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
物
価
連
動
国
債
の
取
扱
い
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
総
則
）

第
一
条
　
そ
の
権
利
の
帰
属
が
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
振
替
口
座
簿
の
記
載
又
は
記
録
に
よ
り
定
ま
る
も
の
と
し
て
発
行
す
る
国
債
の
う
ち
、
物
価
連
動
国
債
（
物

価
の
変
動
に
応
じ
て
算
出
さ
れ
る
元
金
相
当
額
（
次
条
に
お
い
て
「
想
定
元
金
額
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
い
て
利
子
の
支
払
金
額
、
償
還
金
額
そ
の
他
の
金
額
が
算
出
さ
れ
る
も
の
と
し
て
発
行
す
る
国
債
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

取
扱
い
に
関
し
て
は
、
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
想
定
元
金
額
に
関
す
る
事
項
）

第
二
条
　
財
務
大
臣
は
、
想
定
元
金
額
の
算
出
に
用
い
る
物
価
に
関
す
る
指
標
、
想
定
元
金
額
の
算
出
方
法
そ
の
他
の
想
定
元
金
額
に
関
し
必
要
な
事
項
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
振
替
単
位
）

第
三
条
　
物
価
連
動
国
債
の
額
面
金
額
の

低
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

低
額
面
金
額
」
と
い
う
。
）
は
、
国
債
の
発
行
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
三
十
号
）
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
十
万
円
と

し
、
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
振
替
口
座
簿
の
記
載
又
は
記
録
は
、

低
額
面
金
額
の
整
数
倍
の
金
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
　
削
除

（
受
入
経
過
利
子
等
）

第
五
条
　
財
務
大
臣
は
、
物
価
連
動
国
債
の
発
行
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
国
債
発
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
初
期
利
子
の
支
払
期
ま
で
の
期
間
が
六
月
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
初
期
利
子
の
支
払
期
の
六
月
前
の
日
に
発
行
さ
れ

た
も
の
と
み
な
し
て
当
該
利
子
を
起
算
し
、
初
期
利
子
の
支
払
期
の
六
月
前
の
日
か
ら
国
債
発
行
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
国
が
所
有
し
て
い
た
も
の
と
み
な
す
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
財
務
大
臣
は
、
国
債
発
行
日
に
初
期
利
子
の
支
払
期
の
六
月
前
の
日
の
翌
日
か
ら
国
債
発
行
日
ま
で
の
期
間
に
対
応
す
る
額
と
し
て
日
本
銀
行
に
対
し
払
い
込
ま
せ
る
金
額
を
、
国
債
の
発
行
等
に
関
す

る
省
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
及
び
同
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
二
四
日
財
務
省
令
第
一
〇
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
二
二
日
財
務
省
令
第
八
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
株
式
等
の
取
引
に
係
る
決
済
の
合
理
化
を
図
る
た
め
の
社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
一
月
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
一
月
二
七
日
財
務
省
令
第
八
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
六
月
六
日
財
務
省
令
第
五
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

1


